
東京地裁行政専門部で３勝 
国が依拠する最高裁判例解説
を書いた岡田裁判長も 
 引き下げは違法と断罪 
デフレ調整を違法！ 

岡田裁判長は生活扶助相当ＣＰＩに基づき

主張する「４.７８％の可処分所得の相対的・

実質的増加」につき、「保護受給世帯の可処分

所得の相対的、実質的な増加を正確に表すも

のであるとはいい難く、また、保護受給世帯に影響した実

際の物価変動率よりも下落幅が大きく算出されている可能

性が無視し得ない程度に高い」として違法としました。 

 

 

行政訴訟が 地裁で１８勝は異例の事態 
生活保護裁判は全国の３２の地方裁判所に訴訟が提起され、これ

までに１８の地方裁判所で原告が勝訴しています。とりわけ 2022 年５月の熊本地裁以後は１７勝３敗と原

告側が圧勝し、行政訴訟ではかつてない勝率となっています。高齢の原告も多く、この十年のたたかいの

なか亡くなる原告も少なくなく、国の責任で早期解決が求められています。 
 

「デフレ調整」の 間違い 
「普及率」＝「購入率」 

国は「生活保受給世帯においても、テレビやパソコン等の教養娯

楽用耐久財は一般世帯と同様に普及している」ので「生活扶助で購

入することも十分予想される」と主張しています。しかし「持ってい

ること」と「買う」こと、「買い換えられる」こととは全く違います。 

2011 年の地デジ化を前に、日本中でＴＶの買換えがあり、2010 年

には 2,500 万台が販売され、価格も大幅に下がり、国は保護世帯も

買い替えたことにしましたが、この時は総務省が地デジチューナー

配布し、生保世帯での買い替えはわずかでした。 

しかもこれだけだと下落率は２.８％にしかなりませんが、厚労省

は 2010 年のウエイト(支出割合)を 2008 年にも適用した結果、生活

保護世帯は 2008 年にもＴＶを買ったことになり、その結果、生

活扶助ＣＰＩの下落率を２％も増やし、４.７８％にしました。 

これが厚労省の作った生活扶助ＣＰＩ（物価指数）です。まさ

に物価偽装です。全国１７の地方裁判所と名古屋高等裁判所がこ

のデフレ調整を違法としました。 

「生活扶助相当ＣＰＩ（CPI とは消費者物価指数のこと）」とは、厚労省が生活

保護基準を引き下げるために勝手に考え出した消費者物価指数のこと。 
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オンライン署名実施中 
https://chng.it/Zc2M92HNKv 
オンラインでも署名することが可能で
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うにご注意ください。 

 



東京高等裁判所 御中 

年   月   日 
 

いのちのとりで裁判（生活保護基準引き下げ違憲訴訟）控訴審での 

公正な審理・判断を求める要請書 
 
食料品や電気代などの諸物価が高騰し、国民のくらしを直撃しています。生活保護基準

はナショナル・ミニマムとしての役割を持ち、最低賃金、就学援助基準、住民税非課税基

準、国民健康保険料や医療費等の減免の基準の基にもなっています。 

厚生労働省は、2013(平成 25)年８月から 2015(平成 27)年４月までの１年９ヶ月間に過

去最大の生活保護基準の大幅な引き下げ（平均で６.５％、最大で１０％、削減額６７０億円）を行

い、生活保護利用者の９６％の世帯が削減の影響を受けました。 

生活保護利用者は、「食事の回数や惣菜の量を減らす」、「風呂の回数を減らす」、「友人な

どとの付き合いを減らす」など、厳しい生活がさらに厳しくなり、人間らしい生活を希望

する前向きな気持ちを奪われ、憲法２５条が国民に保障する「健康で文化的な最低限度の

生活」を侵害されています。 

生活保護基準引下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判」では、いわゆる「はっさく訴

訟」の原告勝訴判決（2022 年６月 24 日、清水知恵子裁判長）に続き、個人訴訟の判決（2024

年５月 30 日、岡田幸人裁判長）、新生存権裁判東京訴訟の判決（2024 年６月 13 日、篠田賢

治裁判長）と、東京地方裁判所ではいずれの判決においても原告が勝訴し、東京高等裁判所

に控訴され、第８民事部及び第１１民事部に係属しています。 

東京高等裁判所におかれましては、原告の実情や状況を踏まえ、徹底した審理の中で、

公正な判断を下されることを強く要請します。 
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